
令和６年６月２２日 

保護者の皆様 

江戸川区立篠崎第二小学校 

校長 髙橋 宏幸 

風水害・降積雪による荒天時の登校・下校等について 

１ 前日（風水害のみ）に臨時休業と判断される場合 

○気象庁の予報により、午後３時の時点で、江戸川区に以下のような報道がされている場合

は、教育委員会において翌日の臨時休業について検討し、午後４時までに臨時休業の有無を

全校に通知されます。それを受けて、tetoruで配信します。 

・台風の強さの階級「猛烈な（最大風速54ｍ/s以上）」かつ大きさの階級「超大型・非常に大

きい（風速15ｍ/s以上の半径800Km以上）」が報道されている場合 

 

２ 当日に臨時休業と判断される場合 

【登校について】 

〇気象庁の予報により、午前７時の時点で、以下のいずれかの警報が江戸川区に発表されてい

る場合は、臨時休業となります。（すくすくスクール、学童も実施しません。） 

①風水害 

・『暴風特別警報』又は『大雨特別警報』 

・『暴風警報』かつ『大雨警報』 

②降積雪 

・『大雪特別警報』又は『暴風雪特別警報』又は『暴風雪警報』 

※『大雪警報』のみの場合は、原則として臨時休業としない。 

【下校について】 

〇気象庁の予報により、下校時刻の時点で、以下のいずれかの警報が江戸川区に発表されてい

る場合は、学校待機もしくは保護者引き渡しとなります。 

①風水害 

・『暴風特別警報』又は『大雨特別警報』 

・『暴風警報』かつ『大雨警報』 

②降積雪 

・『大雪特別警報』又は『暴風雪特別警報』又は『暴風雪警報』 

※『大雪警報』のみの場合は、各学校（園）にて状況に応じて判断します。 

 

３ その他 注意事項 

（１）上記の特別警報や複数の警報が発表されていない場合は、通常通り授業（登・下校）を原

則行います。 

（２）天気の状況によっては、登校時間の繰り下げや集団下校を行う場合もあります。 

（tetoruまたは、学校ホームページでお知らせします。） 

（３）登校の時点で雨風が強い(登校が困難)と保護者の方が判断された場合は、学校からの通知

がなくても登校を遅らせるなど必要な処置を行っても構いません。これに伴って、遅刻・

欠席する場合は、いずれのその扱いにはなりません。ただし、その旨をtetoruまたは、電

話でお知らせください。また、途中から登校させる場合は、必ず保護者の方が学校まで付

き添ってくださいますようにお願いします。 


